
                     　建築基準法における用語の定義に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

１． 跨 線橋は「建築物」である。
こ

２．百貨店は「特殊建築物」である。
３．住宅の便所は「居室」である。
４．間柱は「主要構造部」である。
５．現寸図は「設計図書」である。


